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丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例新旧対照表 

現行 改正案 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、 

療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。 

第５条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、 

療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急

措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置

の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若

しくは障害の状態となった場合には、９，７００円とする。ただ

し、その額がその者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠

くと認められるときは、１４，５００円を超えない範囲内におい

てこれを増額した額とすることができる。 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急

措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置

の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若

しくは障害の状態となった場合には、１０，０００円とする。た

だし、その額がその者の通常得ている収入の日額に比して公正を

欠くと認められるときは、１５，０００円を超えない範囲内にお

いてこれを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は非常勤

水防団員若しくは消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」と

いう。）の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非

常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族

のある非常勤消防団員等については前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人につき１００円を、第２号に

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は非常勤

水防団員若しくは消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」と

いう。）の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非

常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族

のある非常勤消防団員等については前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人につき４３３円を、第２号か
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該当する扶養親族については１人につき３８３円を、第３号から第

６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき２

１７円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

ら第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につ

き２１７円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とす

る。 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情 

にある者を含む。） 

（削除） 

(2) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 (1) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

(3) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 (2) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

(4) ６０歳以上の父母及び祖父母 (3) ６０歳以上の父母及び祖父母 

(5) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 (4) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 

(6) 重度心身障害者 (5) 重度心身障害者 

４ （略） ４ （略） 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

補償基礎額表 補償基礎額表 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２

０年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，９００円 １３，７００円 １４，５００円 

分団長及び副分団長 １１，３００円 １２，１００円 １２，９００円 

部長、班長及び団員 ９，７００円 １０，５００円 １１，３００円 
 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２

０年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １３，３４０円 １４，１７０円 １５，０００円 

分団長及び副分団長 １１，６７０円 １２，５００円 １３，３４０円 

部長、班長及び団員 １０，０００円 １０，８４０円 １１，６７０円 
 

備考 備考 

１ （略） １ （略） 

２ （略） ２ （略） 
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丹波篠山市介護保険条例新旧対照表 

現行 改正案 

附 則 附 則 

第１条～第９条 （略） 第１条～第９条 （略） 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特

例） 

 第１０条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日におい

て市に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定に

よる市町村民税の賦課期日において市に住所を有する者（同法第２

９４条第３項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者と

みなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において

同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等を

いう。以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円以上６５１，００

０円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定に

ついての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、

第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号ア

に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第

3



２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあ

るのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７

年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５０，０００

円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法に

よる特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とす

る。 

 ２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含

まれている者（同年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上

１，６１９，０００円未満である者に限る。）の令和８年度におけ

る保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１

３号ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２
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９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、

零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合

計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の

規定によって計算した金額に１００，０００円を加えた額によるも

のとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、

零とする。以下同じ。）」とする。 

 ３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含

まれている者（同年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円

以上１，９００，０００円未満である者に限る。）の令和８年度に

おける保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、

第１３号ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の規定の適用につ
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いては、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所

得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方

税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当

該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２

項の規定によって計算した金額に６５０，０００円から令和７年給

与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給

与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前

の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に

応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得

た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税

特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金

額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以
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下同じ。）」とする。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

 第１１条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第３条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者

の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる

者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当

する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規

定による市町村民税が課されている者とみなす。 

 (1)  令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８

年度分の保険料の賦課期日において市に住所を有しない者を除

く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において市に住所を有するもの（同法第２９４条第３項

の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた

者を含む。） 

  (2)  地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、

令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者

であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するも

の 

 ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５

１，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同

年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入
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金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，

６１９，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円か

ら同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円以

下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上

１，９００，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００

円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５０，００

０円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金

額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）

第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第

５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額

に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控

除して得た額を控除して得た額以下である場合 

 (3)   地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、

令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない

者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当す

るもの 

 ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５

１，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に

規定する政令で定める基準に従い市の条例で定める金額から同

年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入
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金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，

６１９，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３

項に規定する政令で定める基準に従い市の条例で定める金額か

ら同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円以

下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上

１，９００，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条

第３項に規定する政令で定める基準に従い市の条例で定める金

額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５０，００

０円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金

額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額

に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控

除して得た額を控除して得た額以下である場合 

 ２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての

第３条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項

第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる

者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分 

 の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 
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丹波篠山市国民健康保険税条例新旧対照表 

現行 改正案 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保

険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付

金」という。）の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）

の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高

齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２

３号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保

険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付

金」という。）の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）

の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高

齢者支援金等」という。）、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」と

いう。）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子

ども・子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。

以下同じ。） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

 (4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国
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民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（兵庫県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が２６万円を超える場合においては、後

期高齢者支援金等課税額は、２６万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額とする。ただし、当該合算額が２６万円を超える場合

においては、後期高齢者支援金等課税額は、２６万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

 ５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の

被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０

３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額と

する。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」
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林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に１００分の７．２３を乗じて算定する。 

という。）に１００分の７．２３を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であっ

て同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以

後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険

者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７条の２及び第２２

条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属

者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以

後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月まで

の間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）

をいう。第３号、第７条の２及び第２２条第１項において同じ。）

以外の世帯 ２０，１００円 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であっ

て同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以

後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険

者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７条の２、第９条の

６及び第２２条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定

同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。）をいう。第３号、第７条の２、第９条の６及び第

２２条第１項において同じ。）以外の世帯 ２０，１００円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の所得割額） 

第９条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等

に１００分の０．２９を乗じて算定する。 
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 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人につ

いて、１，２７９円とする。 

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額） 

第９条の５ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳

以上被保険者１人について、７６円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯割平等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８２４円 

(2) 特定世帯 ４１２円 

(3) 特定継続世帯 ６１８円 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が６６万円を超える場合には６６万円）、同条第３項本文の後期

高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た（当

該減額して得た額が２６万円を超える場合には、２６万円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が６６万円を超える場合には６６万円）、同条第３項本文の後期

高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た（当

該減額して得た額が２６万円を超える場合には、２６万円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１
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７万円）の合算額とする。 ７万円）の合算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５

５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、

年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１

０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を

超えない世帯に係る納税義務者 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５

５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、

年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１

０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を

超えない世帯に係る納税義務者 

ア～カ （略） ア ～カ （略） 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ８９６円 
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 ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第

２項に規定する世帯主を除く。）１人について ５４円 

 ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５７７円 

(イ) 特定世帯 ２８９円 

(ウ) 特定継続世帯 ４３３円 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金

額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３０万５千円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当す

る者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金

額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３０万５千円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当す

る者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ６４０円 

 ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第

２項に規定する世帯主を除く。）１人について ３８円 
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 ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４１２円 

(イ) 特定世帯 ２０６円 

(ウ) 特定継続世帯 ３０９円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金

額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５６万円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する

者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金

額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５６万円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する

者を除く。） 

ア ～カ （略） ア～カ （略） 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ２５６円 

 ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第

２項に規定する世帯主を除く。）１人について １６円 

 ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 
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(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６５円 

(イ) 特定世帯 ８３円 

(ウ) 特定継続世帯 １２４円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」とい

う。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者

均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した

被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」とい

う。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者

均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した

被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

 (3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １９２円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ３２０円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ５１２円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６４０円 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の

８９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び

被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の

８９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額並び

に被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規

定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被
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及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額）は、当該所得割

額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額から、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当

該出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施

行規則第２４条の３０の５に定める場合には、出産の日。以下同

じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎

妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当

該出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施

行規則第２４条の３０の６に定める場合には、出産の日。以下同

じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎

妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

 (7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第９条の４の規定に

より算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の５

の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均

等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金
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課税額の１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき

第９条の６の規定により算定した１８歳以上被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

 ４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被

保険者」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課

する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納

税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険

者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保

険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して

得た額とする。 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２２条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世

帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例

対象被保険者等をいう。第２２条の４第１項において同じ。）であ

る場合における第３条及び前条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得

金額（第２２条の２に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に

給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、

第２２条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世

帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例

対象被保険者等をいう。第２２条の４第１項において同じ。）であ

る場合における第３条及び前条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得

金額（第２２条の２に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に

給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、
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所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の

３０に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、前条第

１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に

規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第

２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額

によるものとする。次号及び第３号において同じ。）及び」とする。 

所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の

３０に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、前条第

１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に

規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第

２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額

によるものとする。次号（（及び第３号））において同じ。）及び」

とする。 

附 則 附 則 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第６条、第８条及び第２２条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第２２条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」とする。 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第２２条

の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第

２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」とする。 
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（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び第２２条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の

２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定に該当する場合

には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項に

おいて「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法

第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第２２条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定

に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の

合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡

所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る
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譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２

２条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条

の３及び第２２条の規定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び

第２２条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第

９条の３及び第２２条の規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 
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（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡

所得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び

第２２条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５

条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第２

２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」とする。 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡

所得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、第

９条の３及び第２２条の規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２２条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第２２条第１

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の３及

び第２２条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、
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項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」とする。 

第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第

８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定

する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２２条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和

３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第

１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用

利子等の額（以下この条及び第２２条第１項において「特例適用利

子等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例

適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、

第２２条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額」とする。 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第

８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定

する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第２

２条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条

第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定

する特例適用利子等の額（以下この条及び第２２条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利

子等の額」と、第２２条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
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１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用

配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第

１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２

２条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下

この条及び第２２条第１項において「特例適用配当等の額」という。）

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計

額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第２２条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」

とする。 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用

配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第

１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条

の３及び第２２条第１項の規定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６

条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当

等の額（以下この条及び第２２条第１項において「特例適用配当等

の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用

配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第

２２条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以

下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以

下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一
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時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第２２条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林

所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２２条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

の額」とする。 

時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、

第９条の３及び第２２条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３

条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２２条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得

を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２２条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得

を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第

２２条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特
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第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等の額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得

金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２２条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」

とする。 
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